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●市・府民税の申告をされる方へ
　市・府民税の申告は、市税事務

所及び上記期間中については、区

役所・支所の臨時窓口で受け付け

ます。

対象：28年１月１日現在、市内在
住で、27年中の所得金額が市・府

民税の基礎控除額、配偶者控除

額、扶養控除額の合計額を超える

方。

※27年分の所得税の確定申告をし

た方や、27年中の所得が給与だけ

で、勤務先から給与支払報告書が

提出されている方は、通常、申告

は不要です。

　なお、前年に申告された方に

は、１月末頃に申告書の用紙を送

付します。

●所得税及び復興特別所得税
の確定申告は税務署へ
対象：①事業所得や不動産所得等
から算出される所得税額がある

方、②給与所得金額以外の金額が

20万円を超える方や、給与収入が

2,000万円を超える方等。

※所得税及び復興特別所得税が戻

る場合があります。

　給与所得者や公的年金等受給者

で、①給与支払者や公的年金等支

払者へ届け出をされている以外

に、社会保険料、生命保険料等の

所得控除がある方、②多額の医療

費を支払った方、③住宅ローンの

融資を受けて住宅を取得した方

は、税務署へ所得税及び復興特別

所得税の確定申告書を提出する

と、源泉徴収された税金が還付さ

れることがあります。

　なお、給与所得者の還付申告や

公的年金収入のみの簡易な確定申

告書については市税事務所及び区

役所・支所等の臨時窓口でも受け

付けます。

●市・府民税、所得税及び復
興特別所得税の申告期間は、
２月16日（火）～３月15日
（火）（土・日は除く。）です。
問＝市税事務所（市民税第１担
当）（☎746-5824）

区役所・支所臨時窓口開設期間：２月１日（月）～３月15日（火）（土・日・祝は除く）

市・府民税申告の臨時窓口を設置します
●確定申告書は、国税庁ホーム
ページ「確定申告書等作成コー
ナー」で作成できます！
①税務署に出向く必要がありません
　ご自宅のプリンタで

申告書を印刷し、郵送

等で提出いただけるた

め、大変便利です。混

雑した確定申告会場に

お越しいただく必要はありません。

また、「e-Tax（電子申告）」を利用

して提出することもできます。

②いつでも利用できます
　確定申告期間中は24時間いつでも

ご利用できます。（メンテナンス時

間を除く。）

③自動計算機能で計算間違いがあり
ません
　画面の案内に従って、金額等を入

力するだけで、税額等が自動計算さ

れます。

④前年データが利用できます
　作成した申告書等のデータを保存

しておけば、翌年の申告でも利用で

きます。

●上京税務署の確定申告会場に
ついて
日時　２月４日（木）～３月15日（火）
９:00～17:00（土・日・祝を除く。）

※混雑状況により、16：00ごろ受付

を終了する場合があります。

場所　西陣織会館６階展示場（堀川
通今出川南入）

※会場にお越しの際は、バス等の公

共交通機関をご利用ください。

※上京税務署では、上記期間中は申

告相談を行いません。なお、開設前

（２月３日まで）は通常どおりの窓

口となりますので、相談等を受け付

けますが、混雑状況によっては長時

間お待ちいただくことがあります。

●公的年金等を受給されている
方へのお知らせ
　公的年金等の収入金額（２か所以

上ある場合はその合計額）が400万

円以下かつ公的年金等に係る雑所得

以外の所得金額が20万円以下の場

合、所得税及び復興特別所得税の確

定申告書の提出は不要です（府・市民

税の申告が必要な場合があります。）。

※所得税及び復興特別所得税の還付

を受けられる方は、確定申告書の提

出が必要です。

●復興特別所得税の記載漏れに
ご注意！
　平成25年分から平成49年分までの

各年分については、所得税と併せて

復興特別所得税の申告及び納付が必

要です。復興特別所得税の額は、各

年分の基準所得税額（原則、その年

分の所得税額）に2.1％の税率を掛

けて計算した金額です。記載漏れに

ご注意ください。

問＝上京税務署（☎441-9171）（代）

確定申告について
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第238回

●ふるさと納税について
（１）寄付金税額控除額の拡充
　平成27年１月１日以降に地方自治

体へ寄付をされた場合の寄付金税額

控除の上限額が約２倍に拡充されま

した。

（２）ワンストップ特例制度の創設
　平成27年４月１日以降の寄付につ

いて、ワンストップ特例制度として

寄付先の自治体へ申告特例申請書を

提出された場合は、寄付金控除を受

けるための税の申告をされなくて

も、所得税相当分を含む寄付金税額

控除が個人市・府民税から控除され

ることとなりました。

　この「ワンストップ特例制度」を

使うためには、以下の条件をすべて

満たす必要がありますので、事前に

ご確認ください。

・平成27年１月１日～３月31日の間

にふるさと納税をされていない方

・申告特例申請書の提出先が５自治

体以下である方

・もともと確定申告をする必要のな

い給与所得者等の方

※上記以外の方は、従来どおり確定

申告書又は市・府民税申告書に寄付

をされた金額すべてを記載してくだ

さい。

●京都府豊かな森を育てる府民
税について
　平成28年度から、府民の暮らしの

安全・安心を守るための森林の整備・

保全や森林資源の循環利用を目的と

した「京都府豊かな森を育てる府民

税」として個人の府民税（均等割）

に年額600円が上乗せされます。詳

しくは、府林務課（☎414-5016）へ。

問＝市税事務所（市民税第１担当）
（☎746-5824)

平成28年度 市・府民税の主な変更点

２月と３月は「滞納整理強化期間」です
　本市では、納税の公平性と市税収

入を確保するため、滞納市税の徴収

強化に努めています。そのため、２

月と３月の２か月間を今年度２回目

となる市税の「滞納整理強化期間」

に設定し、全市で集中的に市税徴収

を進めていきます。

　この期間中は、昼間や平日に連絡

がとれない方に対して、夜間・休日

に各戸訪問や電話により、納税の指

導、催告を実施します。また、納付

に進展がない滞納者に対しては、法

令の規定に基づき、徹底した財産

（預貯金、給与、生命保険、不動

産、動産等）調査や実態調査を行

い、財産がありながら納税されない

場合は、差押えを実施します。

　特別な事情があって市税の納付が

困難な場合は、早急に税務センター

までご相談ください。

問＝税務センター（☎441-5096、２
階㉒番窓口）

―市税の納め忘れはありませんか？―
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（３）　平成２８年１月１５日　　第２４１号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　上京区版


